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〈科学の倫理〉とく看護の倫理〉を考える
J.ラ イター教授 の2つ の講 演(翻 訳)

山本 達

医学科 国際社会医学講座 医療倫理学

Ethik der Wissenschaften  und Pflegeethik  iiberlegen 

Zwei  Vortrage von Prof. Johannes Reiter  [Ubersetzung]—

Medical Ethics,

                         YAMAMOTO, Tatsu 

Department of International Social and Health Sciences, School of Medicine, University of Fukui

 Zusammenfassung  : 

  Hier berichte ich die Referate der zwei  Vortrage von Prof. J. Reiter, von denen der eine, d.  i. "Zur Verantwortung von 

Wissenschaftlerinnen  und Wissenschaftlern,"  anlasslich der  "Begrill3ung der Erstsemester" an der  Universitat Mainz am 23. April 2003 

 und der andere, d.  i. "Menschlich pflegen — Anmerkungen zur Pflegeethik  und Ethik in der Pflege," am 21. Mai 2003 in  Saarbriicken 

gehalten worden ist. Meinen Wunsch, dass ich seine Schriften ins Japanisch  tibersetzen  mochte, hat der Professor  gern im Brief von 30. 

 April  2003 an mich angenommen. 

  Der Vortrag "Zur Verantwortung von Wissenschaftlerinnen  und  Wissenschaftlern"  erlautert  zunachst den Begriff Verantwortung, 

 und dann  lasst die Verantwortung von Wissenschaftlern in folgenden hervortreten. (1) Ihre Verantwortung besteht erstens darin, neue 

Erkenntnis zu gewinnen. Menschheit braucht die Forschung, um ihre Zukunftsprobleme zu bewaltigen. (2) Die Verantwortung von 

Wissenschaftlern besteht weiterhin darin, die Folgen ihres Handelns mit zu bedenken. Darum bedarf es einer  Guterabwagung. Die 

Wissenschaftler haben also eine Informationspflicht, die auch  gegentiber der  allgemeinen Offentlichkeit besteht. (3) Sie sollen mit 

ihren Forschungen keine ethicsh verwerflichen Ziele verfolgen. (4) Es gibt Verantwortung in der Arbeitgruppe. Dort kann der 

Einzelne nicht allein die Verantwortung  fur das gesammte Forschunsprojekt tragen. Das ist eine Mitverantwortung  aller dem Projekt 

Beteiligten. 

 Im Vortrag "Menschlich pflegen" greift der Verfasser aus dem  groBen Bereich der Pflege das Elememt der Beziehung zwischen dem 

Pflegenden  und dem Patienten  heraus. Indem er  ftinf Aspekte in dieser Beziehung thematisiert hat, versteht er zum  Schluss unter 

einem  ganzlichen Pflegeverstandnis den  Pflegeberuf als Anruf  zu qualifizierter Mitmenschlichkeit, Pflege knapp als soziale 

Dienstleistung von Menschen  f-iir Menschen.

 Schisselworter : Verantwortung,  Giiterabwagung, Informationspflicht, Pflegeethik , Beziehung,  Gesprach,  Intimsphare
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山本 達

は じめに

ここに掲載する翻訳2編 は、 ヨハネス ・ライター氏

が2003年 春に行った講演 原稿である。'84年 以来、 ド

イツ連邦共和国マインツのヨハネス ・グーテンベル ク

大学カ トリック神学部で、道徳神学の教授を務める氏

の活動は、80年 代後半か ら現在まで、主 として生命倫

理、医療倫理、さらには科学技術の倫理をテーマに応

用倫理学研究に集中 している。 ドイツを代表する医療

倫理学関係の雑誌E砺 々勿4θ71晩4謝 ηの編集者の一人

であ り、 ドイツ連邦政府や ラインラン ト・プファルツ

州の生命倫理委員会で有力メンバー として活躍 し、早

くから、 ドイツの医学 ・生命工学に関する政策決定や

指針作 りにも深 くコミットしている。そうした経歴の

持ち主である氏は、日本でも、「遺伝子工学の十戒」を

提唱 した論者 として知 られている。

氏は、2000年9月 に、日本学術振興会外国人招聰研

究員 として来 日し、その際に、福井医科大学でも学術

講演(倫 理委員会主催)を 依頼 し、実現 した経緯があ

る。「インフォーム ド・コンセン トとエホバの証人」を

テーマとしたその講演内容は、「福井医科大学研究雑誌

第2巻 」(2001年12月)に 筆者(山 本)が 犬丸の り子氏

と協力の上で翻訳発表することができた。以来、氏と

の交流のなかで、筆者には生命倫理学、医療倫理学関

連の多くの論文等が届けられた。こうした分野での旺

盛な研究活動を知 るたびに、筆者はその業績の一端な

りを、本邦にも翻訳紹介することで氏への敬愛の気持

ちを表 したいと思 うようになった。

この春に送 られた論文、報告書、小冊子は、全部で

5編 であるが、邦訳の意向を伝えた ところ、教授か ら

折 り返 し早速快諾の返事が寄せ られたので、そのなか

か ら、取 りあえず2編 を選び翻訳 ・発表することにし

た。

『科学者たちの倫理的責任について』 と 『人間的に

看護するとは』の二つは、いずれ も、啓蒙的、教育的

な意図で書かれた講演原稿である。前者は、マインツ

大学の新学期開始に当たって、新入生全体を対象に、

学部を超えた大学全体の入学行事(新 入生オ リエ ンテ

ーション)と して行われたものである。大学で教養教

育に携わる者 としても、非常に参考になる。因みに筆

者が、2003年度医学科1年 次生を対象に行った講義「倫

理の基礎から応用へ」は、「科学(者)の 責任」をテー

マにするもので、図らずも関心が合致 した次第である。

問題の捉え方、視点の置き方に異同があるが、問題意

識は、共有するところが多い。

『人間的に看護す るとは』のほうは、専門看護師の

ゼ ミナールに招かれた際に講述 された講演の原稿であ

る。看護の基本問題を、「患者と看護師 との人間関係」

の1点 に絞った考察である。その基調が、氏 自身の揺

るぎない実存的信念に導かれているのは言 うまでもな

い。同時に、その内容は、東西文化の違いを超えた 「看

護の倫理」の普遍的な有 りようを扱 うもので、素人に

もそれなりに理解できる形で見事に描いて見せてくれ

る。 こうした難 しいテーマをできるだけ平易に説 くの

が、氏のモッ トーであるように思われる。

(凡例)

・ 原 文 で 下 線 をつ け強 調 す る語 句 は
、 ゴ シ ッ ク体

と した。

・ 原 文 の""は 、 「 」 で 表 す 。

・ 訳 注 は 、 必 要 最 小 限度 に 、 各 編 の末 尾 に ま と め

た 。

・[]内 の 語 句 は 、 訳 者 の補 足 で あ る こ と を表 す 。
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〈科学の倫理〉と〈看護の倫理 〉を考える

科学者たちの倫理的責任について

マインツのヨハネス・グーテンベルク大学「第一学期歓迎式典」で行った講演の報告書(2003年4月23日)

1.テ ー マへの誘 い

おそ らくあなた方の多 くは、 ドイツ語の授業で使わ

れている次のテキス ト内容は先刻承知のことと思いま

す。そこでは、次のように書かれています。

「われわれ には冒す ことの許 されないリスクが存在

する。人類の没落は、そ うしたリスクである。すでに

人類が所有 しているいろいろな武器を使 って、世界の

人々が何をしでかすのか、われわれは知っている。[科

学者である]わた しが武器 を利用できるように してや

るなら、そ うした武器 を使って、世界が どんな災いを

引き起 こすことになろ うか、われわれは考えることが

できる。わたしは、こうした洞察に自分の行為を従属させ

た。わた しは貧 しかった。わた しには妻 と三人の子ど

もがいた。大学では名声が、企業ではマネーが手招き

した。 この二つの進路は、危険であ りすぎた。わた し

が自分の数々の研究成果を公表 しなければならなかっ

たとした ら、その結果は、われわれの科学の大転換、

経済構造の崩壊であったであろ う。わたしに別の進路

を歩ませたのは、責任とい うものであった。わたしは、

アカデ ミックなキャリアーを積むのを放棄し、家族を

その運命に委ねた。わた しは、道化帽(訳注1)を かぶる

よう選択 した。わた しの言い分は、ソロモン王がわた

しに出現す るとい うことであった。まったくわたしは

精神病院に閉じ込められたのだ。・・… 理性がこの

ような書物 を書かせた。われわれは科学に身を置きな

が ら、認識可能の限界にぶつかった。不可解な諸現象

の間にいくつかの正確に把握できる法則や基本的関係

があることを、われわれは知っている。それがすべて

である。だが頑強な残存物があり、これは神秘であ り

続け、悟性の手には届かない。われわれは自分たちの

道程の終わ りに到達 した。だが人類はまだそんなに遠

くまで進んではいない。われわれは先駆者 として戦っ

てきたが、今われわれに続 くものは誰もいない。われ

われは空虚に出くわ して しまった。われわれの科学は

恐るべきものに、われわれの研究は危険なものに、わ

れわれの認識は命にかかわるものになってしまった。

われわれ物理学者にまだ残 されているのは、ただ現実

への屈服だけである。現実は、われわれ物理学者に太

刀打ちできない。現実は、われわれの手にかかって破

滅する。われわれは、われわれの知識を撤回しなけれ

ばならず、わた しはこれを撤回して しまった。ほかに

どんな解決法もない。・・… 」。

このテキス トにまだ不案内である人々のために断っ

ておきたい。それは、フリー ドリッヒ ・デュ レンマ ッ

ト(訳注2)の コメディー 『物理学者たち』(1962年)に 由

来 します。 この箇所に登場する作中人物は、 ドイツの

天才的な物理学者 とされ るヨハン ・ヴィルヘルム ・メ

ー ビウスです。かれは、あ りとあらゆる可能的発明の

世界公式 と体系を展開したのです。かれは、自分流の

話 し方で、二人の同僚物理学者であるニュー トンとア

インシュタインに対 して、人類の安寧のためにアカデ

ミックなキャリアーを断念 し、企業の申し出を断って、

かれ と同 じように精神病院に留まるよ う説得に努める

のです。

さてわた しが、このテキス トを選んだのは、あなた

方を研究か ら遠 ざけて精神病院に送 りたいからではあ

りません。そんなことは大学が行ってよいはずがあ り

ません。このテキス トを使ってみなさんに例示 したか

ったのは、とりわけわたしたちのテーマの重要性です。

すなわち、科学者たちの自らの研究活動に対する責任

であ ります。大学で科学を推進する人々に数えられるの

は、誰よりも先ず、共同研究者を含む教授たちです。

あなた方はこれから、日常的に教授たちに出会 うで し

ょう。だがあなた方自身も、科学に掛かり合 う以上は、

科学の推進者に数えられるのです。

デュレンマッ トのテキストは、ほとんど他に類例を見な

いほどに、そもそもなぜ責任が問題になるのかということを

よく示してくれます。かれは、あらゆる責任理論の核心点を

指摘しています。すなわち、たびたび主張されているような

客観事態の強制力というものはけっしてものごとを完全に

決定するわけでも拘束するわけでもないということです。メ

ービウスが示すように、そうした強制力が働いている場合で

も行為には、さらにほかの可能性が依然として残されてい

ます。この可能性に向けて決断しないとすれば、それは、
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山本 達

他の人にも十分に理解できるような個人的ないろいろの理

由、例えば、輝かしい経歴、名声、家族[の事情]に起因す

ることです。

簡潔に言います と、メービウスによる一切の苦労は、わ

たしたちの実例の中では無駄でした。女性の施設長ドクト

ール ・フォン・ツァーント女史が、メービウスが書いた記録を

コピーに収めてしまいました。世界は、気の狂った精神科

女医の術中に陥ったのです。原子物理学者メービウスに

は、「かつて思考された内容はもう撤回できない」という幻

滅的認識しか残されていません。

デュレンマ ットのテキストは、同時にまた、なぜ責任が

ちょうどわたしたちの時代に差し迫ったものになったのか明

らかにします。メービウスが確認するには、「わたしたちの

科学が恐るべきものになり、われわれの研究が危険になり、

われわれの認識が命に関わるものになってしまった」と言う

のです。人間はあまりに多くの知識を所有するために、これ

からさき自己自身に対して安全に生きることができない。そ

のようにメービウスの言葉を理解できます。過去の世紀の

科学技術的進歩は、ほかの どんな文化的発展 よりも強

力にわたしたちの世界を変えてしまいました。科学技

術の進歩は、人間にまったく知 られなかったような[自

然への]介入の可能性を拓きました。その可能性は、人

間にとっての利益にもなれば、損害にもなるのです。

人間は大量破壊兵器 を手中に しています。いわゆる

ABC兵 器です。今ちょうど、イラクで生物兵器の探索

が行われています。人間は、さまざまな種の生存にっ

いて決定を下す ことができます。人間は人間自身の進

化や ヒ ト大脳機能に対する洞察を獲得 し、その間にヒ

トゲノムの設計図を知 り、クローンによって自分 自身

を新たに創 り出すことができるのです。

付け加 えておきます。科学は、数々の誓いがあるに

もかかわらず、価値に無関係ではないのです。科学には、

有用性、効率性、経済性というような価値がいつも結

びついています。研究者は、責任を逃れたいと思 うと

きは、科学が価値に無関係であるということを好んで引き

合いに出します。研究者はこれに反 して、研究資金を

申請 した り、研究プロジェク トの認可を受けたりした

いときは、科学の有用性や積極的効果を好んで指摘 し

ます。研究プロジェクトは、市場に出す ことができる成

果が期待できるときに、始めて資金が提供 されるのは

よくあることで しょう。つま り、基礎研究には、あら

か じめすでに応用 とい うことがガッシリと織 り込み済

みなのです。確かに、研究者の好奇心が依然 として研

究を駆 り立てます。だが、研究をプロジェク トする段

になります と、コスト問題がいつもいっそ う重要にな り

ます。研究は大変高価なものになり、技術的な消費も

かさむ ようになりました。だから、大規模研究施設の

中で巨大な科学プロジェクトとして始めて、科学は実現で

きるとい うのが しばしばです。科学はサラリーマン的

労働にな ります。なぜなら、最終成果を得るには無数

の個別的な成果が必要であるからです。こうして、こ

の場面で、一段 と進んだ責任問題が浮上 します。 もう

ここでは、個々の研究者が自分の労働の範囲や境界や

目標設定を決めるのではなくて、決定するのはチーム

であ ります。

わた したちのテーマ と一緒に提起 され、科学者たち

の責任 を挑発するような問題の うち、わた しはまだ、

その若干を素描 しただけです。

わた しは以下で科学を推進す る人たちが担 う責任の

可能性 と限界を問いたいのですが、そのまえに何よ り

も先ず、責任とい う概念を明確にすることが肝心です。

皿.責 任 とは、そ もそ も何か

責任の語で一般に理解されているのは、人格の次の

ような務めです。つま り、その人格 に帰せ られる意欲

や行為に対 して しかるべき権限を持つ審級のまえで釈

明 しなければな らないとい う務めです。責任の度合い

は、人格の 自由の度合いに左右 されます。

こうした定義か ら、責任 を帰するとい うことにはあ

る種の条件があるとい うのが分かります。

第1の 条件 と言えるのは、帰責能力[責任能力】です。

人格は、当該の行為を遂行するのに必要な身体的かつ

心理的な諸前提 を思 うよ うに扱える場合に、その場合

にかぎって、その行為 とこれから帰結す る結果 とに対

して責任があ ります。人格は[目先のことから]もっと先

に進んで、行為を、行為から帰結する結果との連関で

理解 しなければな りません。 さらに、行為から帰結す

る結果が他の存在者の利害関心に影響を与えます し、

この事実に基づいて行為は命 じられた り、許 された り、

禁 じられた りします。人格はこのことも理解 しなけれ

ばなりません。ある人が、ある行為によって大きな災

いを人類に及ぼす とい うことが考えられます。 この場
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〈科学の倫理〉と〈看護の倫理〉を考える

合にもしも、その人の身体的ないしは精神的な諸前提

に欠陥があり、そのためにかれは自分の行為を理解で

きなかったのだと仮定する根拠があるならば、その場

合には、その人にその行為に対す る責任を負わせ るこ

とは正しくありません。そ うなると、この場合、その

人は禁治産 ・準禁治産の宣告を受け、他人の後見下に

おかれなければならなくな ります。このような条件は、

科学を推進する人々に とっても、もちろん当てはま り

ます。高度の専門能力が必ず高度の道徳的、法律的帰

責能力と一緒になって、包括的な意味を持って発現す

るようには、初めから決まってはいないのです。

責任のための第二の条件は、特定の行為者が行為の

自由を持っているとい うことです。このことは、当の

人が少なくとも二つの行為選択肢の間を選択できるこ

とを意味 します。そこで例 えば、誰かが自分の生命を

脅された条件下で一定の仕方で しか行為できないでい

るなら、その人は、 自分の行為に対 して責任がないの

です。

責任のための第三の条件は、他の存在者の当然の利

益 ・関心が、行為ないしはその行為の惹き起こす結果

に影響を受けるということです。

行為者は、権限のある審級に向かい合って釈明しな

ければならないが、そうした審級は同朋(Mitmenschen)

であった り、国家であった り、そして個人の良心であ

ったりします。信心深い科学者たちには、権限のある

審級 として神 もまた存在 します。

ここまで話を進めているうちに、あなた方は、責任

とは何を意味するのか、お分か りになったでしょう。

わたしたちは、今や、わたしたちの本来の問題に取 り

組むことができます。すなわち、何に対して、またどの

ような仕方で、科学者たちは責任を負っているかという

問題です。

皿.研 究は新 しい認識 を目指す

科学者たちの責任は、何 よりも第一に、社会が求め

る新 しい認識を、質の高い研究を基盤に獲得すること

です。認識への努力は、人間の本性のうちにあり、人

間の文化の一部です。 とりわけ人類は、未来の問題を

乗 り越えて行 くには、研究を必要 とします。世界には

多くの問題があ ります。例えば、人 口の爆発的増加、

人類の三分の二を巻きこんでいる社会的経済的悲惨、

気象変動、有害物質の累積、天然資源 と生活圏との消

費 ・枯渇、そ してこれ と連動する生命圏全体の脅威、

いろいろな疾病の治療(あ なた方は、ただ癌やエイズ

やサーズを思っていただければよい)と い う問題があ

ります。 これらの問題は、研究が増強 される場合に限

って解決でき、研究ができなくなったり制限されたり

すれば、解決できません。

技術的な種類ではない諸問題の打開のためには、い

っそうの研究努力が必要とされます。存在、思惟、世

界、実存そ して生命の理解のためには、宗教、哲学、

人間学、人文科学による多面的な貢献が考えられます。

W.研 究の帰結

科学者たちの責任は、さらに言います と、自分たち

の行為が引き起 こす諸結果を念入 りに考慮に入れると

いうことです。誰でも、文学作品の登場人物メービウ

スのように研究活動の最中にありなが ら、すでに、自

分の行為から生じると見込まれ る諸結果について考え

ることができるわけではありません。こうした研究者

の行為は、地上での人間生命の保全や人間生命の尊厳

の保持や自然の生命基盤の保全とい う目標に合 うよう

に整えなければな りません。行為の結果 も一緒に考慮

に入れよとい う要求が過重になるのは、次の事情によ

ります。すなわち、新 しい認識の結果が必ず しも完全

に評価できないということが、ほかでもない新 しい認

識の本質に属するという事情です。なぜな ら、 自然が

科学的問いに予期 しない答えを与えた り、人間が間違

った考え方やモデルを使用 した りするとい うことがあ

るから、われわれは新開拓地に足を踏み入れるからで

す。 自然へ人間が介入する力が発展す ると同時に、研

究が及ぼす影響の可能性が増大 します。そ うしたいろ

いろな影響は、複合的に作用 し相互に増強 し合 う過程

を経るので、ますます見通すことが難 しくなります。

こうして、例えば森の死[森林破壊]は多分、種々の汚染

の同時発生に還元されることでしょう。そ うした汚染

は、これまで表立っていませんでしたが、相互に関係

し合いなが ら発生するのです。だが、研究の結果が必

ずしも完全に評価できず、また研究結果が誤用 される

こともあるにしても、このことだけで研究のどんな禁

止も正当化 されはしないのです。そ うした禁止は、研

究の自由 と両立しない し、現に未来問題に直面してい
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ることからすれば許 されることではあ りません。未来

問題の解決には研究が貢献 し得るからであります。

ある研究計画に当たって、科学者たちが有害な諸結

果に気づ くなら、財の比較考量が必要にな ります。 こ

の場合、問題 となっている財 とその脅威 とが相互に比

較 されなければな りません。積極的な結果の方が消極

的な結果よりも、より重いなら、それは、〈為すべき

こと〉ない しはく許 されていること〉と見なされます。

財の比較考量の場合、良い予測よりも悪い予測が優先

され るべきだとい うのは、疑問の余地があ りません。

だから疑わ しいときは、きっと万事がうまく行くだろ

うとい う考えに従 うよりも、む しろ逆の考え、つまり

大胆な企てはうまく行かないかもしれないとい う考え

に従って、行為すべ きです。 このために、例 えば医学

では、一定の研究計画について決定を下 さなければな

らない任務を持っ倫理委員会は、次のような考え方に

立ちます。すなわち、[医学研究の]有効性が認められる

にもかかわらず、そ こに、ある著 しい リスクがあるな

ら、それだけで、その研究計画に不同意するのに十分

な理由があると考えるのです。

だが、どんな リスクも、それがその研究計画を許 さ

れないものにするわけではありません。このことも明

らかです。一般に研究が可能であるべきな ら、ある種

のリスクは受け容れざるを得ません。何か良いこと、

重要なことを生み出そ うとすれば、不利な結果を引き

起 こすかもしれない作用を敢えて冒さざるを得ないの

です。例を挙げると、まだ十分に検査 されていない薬

剤であっても、治療が上手 く行 くチャンスがあれば、

その薬剤は投与されるで しょう。

科学者たちはさらに、かれ らの知る危険や有害な結

果を、および開発を控えた ときの結果をも指摘するよ

うに義務づけられています。だから科学者には、情報

提供の義務があるのです。結果への懸念からメー ビウ

スは、自分の論文を公表 しませんで した。それは間違

っていました。[公表 していれば]科学の転覆、科学的構

造の瓦解 とい う結果になっただろ うと、メービウスは

言います。科学者たちの情報提供の義務は、一面では

科学の公共社会に対 して、他面では一般的な公共社会

に対 して成 り立っています。一般の公共社会に対す る、

だか ら住民に対する情報提供が必要なのです。なぜな

ら、研究の倫理的な評価は、単に科学者だけの関心事

ではなくて、普遍性(一 般社会)に 関係す るからです。

科学者たちは、 自分たちが批判的な社会へ深 く取 り込

まれていると感 じるに違いありません。責任性は、相

互的でなくてはならないのです。

V.研 究 は、倫理 的に非難 され る 目標 を追求 し

てはな らない

科学者たちは自らの研究を用いてどのような倫理的

に非難される目標をも追求しない とい うことがまた、

科学者たちの責任 に属 しています。だが、非難 され る

べき利用の可能性があるからといって、それだけの理

由で研究 目標の選択 ・追求が許されないことになるわ

けではありません。原子爆弾の製造は、非難されるべ

き原子核研究の利用でありましょう。だが、エネルギ

ー産出は、そ うではありません。有毒物質の研究もま

た、この研究が例 えば医学で、あるいは害虫駆除のた

めに遂行されるべきかぎりでは、倫理的に言って、承

認できないわけであ りません。確かにそ うした有毒物

質がこうした利用 と並んで、他者を違法的に殺害 した

り傷つけた りすることがあるかもしれません。例えば

生物兵器によって誤用されることがあるかもしれませ

ん。専 ら承認できない仕方でのみ利用できるような、

そのよ うな研究のみが禁止されるのです。ここで実例

を挙げておきま しょう。 キメラ、つま り人間と動物 と

の混合種を産出するための研究、あるいは拷問・器具を

生産するための研究が挙げられましょう。

VI.チ ーム あるいは研究 グルー プでの責任

科学者たちが自分たちの研究プロジェク トを個人と

してではなくて、研究グループで遂行するような場合、

そ うした科学者たちの責任についてはどうでしょうか。

この場合には個々の科学者は、もちろん全体に対 して

部分として寄与するにすぎません。その全体の完全な

射程 を個々人はまった く見通せないのがしばしばです。

プロジェク ト全体への個人の寄与も、個人の意思決定

の力 も限 られています。だから個人は、プロジェク ト

全休に対する責任をひとりで担 うことはできないので

す。 したがって、共同体の責任、ない しはそのプロジ

ェク トに関与する全員の共同責任が成立します。そ う

した責任は、研究グループの個々の構成員によって、

個々人の行為貢献やその影響力や個々人の介入 ・コン
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〈科学の倫理〉とく看護の倫理〉を考える

トロールの度合いに応 じて、共に担われなければな り

ません。指図に従っている、つま り部下であるとい う

事情は、その人から倫理的責任 を免除 しはしないので

す。指図する権限を有するとい う、つま りチーフであ

るとい う事情は、特別の責任 を根拠づけます。上司は

共同研究者たちの行為に、たとえその行為に自分 自身

で能動的に関与 していなくても、責任 を負っています。

皿.責 任 の 限 界

責 任 の 限 界 とい う もの が あ る の で しょ うか 。 この 問

い に対 して わ た しは 、 今 講演 を 終 え る に 当 た り、 ご く

手 短 に答 え て お き ま し ょ う。

自 らの 責 任 とい う枠 組 み の 中 で 行 為 す る科 学 者 た ち

は 、 自 らの 研 究 成 果 を他 者 が 誤 用 す る こ とに 対 して は

責 任 が な い の です 。 研 究 成 果 の 利 用 に対 す る責任 は 、

原 則 的 に 利 用 者 の側 に あ りま す 。 利 用 者 で あ るの は 、

個 人 で あ っ た り、 企 業 あ る い は 政 府 で あ っ た り しま し

ょ う。オ ッ ト ・ハ ー ン(訳注3)、 リー ゼ ・マ イ トナ ー(訳 注

4)
、そ して ブ リ ッツ ・シ ュ トラス マ ン(訳 注5)ら は 、1938

年 の 時 点 で 、 ベ ル リン ・カ イ ザ ー ・ヴ ィル ヘ ル ム研 究

所 に あ って 核 分 裂 を発 見 しま した が 、かれ らに は 、1945

年 の広 島 と長 崎 へ の原 爆 投 下 に対 す る責 任 は あ りま せ

ん。 原 子 爆 弾 製 造 へ の 決 定 的 な 一一歩 は 、 ア メ リカ 合 衆

国 で始 ま りま した。 これ に 関 与 した 科 学 者 た ち の 反 応

は さま ざ ま で した。 だ が 、 当初 味 わ っ た輝 か しい 成 果

の 喜 び が 、 の ち に深 刻 な罪 感 情 に 屈 して しま う事 例 が

多 い の で す。

しか し研 究者 は 、 自 らの 責任 とい う枠 組 み を守 らな

か った な ら、 特 に 挙 げ る と、 か れ らに課 せ られ て い る

諸 結 果 の 評 価 義 務 と情 報 提 供 義 務 を遵 守 しな か っ た な

ら、 そ の場 合 に は 、 研 究成 果 の 誤 用 に 対 す る共 同責 任

を負 って い ます 。

V皿.結 び

結びにあたってわたしは、もう一度、始めに引用し

たテキス トに立ち返 ります。デュレンマッ トがかれの

作品に登場させる物理学者たちでは、研究に関する命

令 と技術に関する命令が拠 り所になっているのはまっ

たく明らかです。研究に関する命令は、研究にはどん

な限界もないと断じます。技術に関する命令は、〈で

きる[能力]〉 からはいつも〈べ し[義務】〉が生 じると

言います。だがこの二つの命令は、デ ュレンマ ットの

描 く物理学者たちの時代から40年 を経過 したわたした

ちの現代社会では、相対化を被ってしまいました。研

究 と研究の技術応用とは、生命への有用性を、研究実

施のための根本前提としなければな りません。思考で

きることは何でもかんでも探求す るのではなく、また

技術的に使用できることは何でも利用するのではなく

て、広い意味での人間生命に厳密な吟味の上で本当に

役 に立つ と思われることだけを研究 ・利用するとい う

ことを、人類は学ばなければならないのです。科学者

たちは、科学の自由があるにもかかわらず、時と場合

によっては自らに自発的な自己検閲を課 さなければな

らないのです。われわれは、そ うした検閲を用いるこ

とで、絶えずわれわれの自由を証明しなければなりま

せん。自由はプロセスであって、所有ではないのです。

何も知ろ うとはせず、運命の手の内をこっそ り窺お う

としない、そ うしたなかでも自由は成立 し得るのです。

こうした[自己検閲による自由の証明とい う]要求を満

たすことは、基本的に言って、始めに思 うほど難しい

ことではありません。なぜなら人間は、為すべきこと

や為 したいと思 うこと以上のことを、あらかじめいつ

も為 し得たからです。人間はあらか じめいつも殺すこ

とも盗む こともできました。だが人間は殺 しや盗みを

社会的あるいは宗教的な関心に基づき為 さないように、

あるいは殺 しや盗みに罰を科すようになりました。

この講演 でわたしがあなた方に示 したかったのは、

責任を引き受けることは非常に困難ではあるが、不可

能ではない とい うことです。ひ とは責任を習得するこ

とができます。 この機会に特に挙げます と、人文科学

の諸学科また一般教養講座や、この夏学期で 「第二の

進化」をテーマにするヨハネス ・グーテンベル ク寄付

講座 も、次のような行事を提供 しています。すなわち、

科学者たちが道徳的葛藤や優先順序 ・最大効率化問題

に関わりを持ち、倫理的な判断能力を習得するために

催される行事であります。おそらくわたしたちは、こ

うした行事の度ごとに、みなさん と再びお会いするこ

とになるでしょう。

(訳 注1)Narrenkappe。 生徒 に罰 と して か ぶ せ られ る帽 子 。

昔 、宮 中道 化 役 が用 い た鈴 付 き の道 化 帽 。

(訳 注2)FriedrichDUrrenmatt(1921-90).ス イ ス の 劇 作 家 、小
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説家。 奇抜な着想やパ ロデ ィを盛 り込んだ寓意劇 を書 き、現

代 社 会 の 欠 陥 を 暴 い て 見 せ た。 『物 理 学 者 た ち』("Die

Physiker")は 、自分の研究業績が人類 の滅 亡を招 くとして、狂

人を装 う科学者 の喜劇 で、これ によ り国際的劇 作家 とな る。

(訳注3)OttoHahn(1879-1968).物 理化学者。1944年 ノーベ

ル化学賞 を受賞。核分裂 の発見者で 、核 分裂 を世界最 初に科

学的に証明 した。

(訳 注4)LiseMeitner(1878-1968).ス ウ ェー デ ン の女 性 物 理

学 者 。 ウ ィー ン大 学 で物 理 学 を学 び 、 ベ ル リ ンに 移 りM.プ

ラ ン ク に 師事 した後 、1912年 カ イ ザ ー ・ヴ ィル ヘ ル ム 研 究 所

に入 り、0.ハ ー ン と放 射 能 の 共 同研 究 に従 事 した。

(訳 注5)FritzStrassmann(1902-1980).(〉 ハ ー ンが1938年 に 、

ウ ラ ン に 中 性 子 を照 射 し核 分 裂 反 応 が 起 き る の を発 見 した と

きの 共 同研 究 者 。

人間的に看護するとは 看護倫理(学)と 看 護における倫理(学)へ の所見

(2003年5月21日 、ザ ー ル ブリュッケンでの 講 演)

このホールにお集ま りの皆さんの中に、病人看護の

形態や 自己理解に関連 して、すでにちょうど20世 紀

の終末に深層にまで及ぶ変遷が起こったことに対 して

疑いの念を持つ人はいないで しょう。病人看護は、慈

悲心による愛の業や医師に従属的な援助者の業とい う

ものか ら、固有の専門職へ と発展 しました。こうした

病人看護の変遷を特徴づけているのは、看護 とい う職

業に職業技術的な能カへの要求が絶えず高まっている

とい う事実です。看護の職業技術的な能力は、ますま

す要求度の高まる教育によって育まれなければなりま

せん。そ うした状況が進む うちに、看護職に従事す る

人々は、自分たちを病院とい う構造の中で独立 した一

つの柱であると理解す るようにな り、医師や管理機構

と同等の権限をもつ者 として並び立つようになってい

ます。看護職の内部 自体でもますます細分化が進んで

います。それに加えて、病院は現代の経営体として、

技術化 ・専門化 ・合理化を増進 してきま した。こうし

たことを、人間性の喪失 とい う災いとして経験した人

は少なくありません。決定的な問いはこうです。病院

は、健康を産み出す生産基地 として理解 されるのか。

それ とも病院は、その中心に人間が、しかもまるまる

全体 としての人間が居座るような家であるのか。前者

であれば、病院は経営中心の病院であり、後者であれ

ば、患者中心の病院でありま しょう。

この講演でわたしは、病院の改革について何かをお

話 ししたいのではありません。また、労働時間や労働

条件の規制 とか教育や再教育にっいてお話 ししたいの

でもありません。わたしのテーマは、人間的な看護で

あり、とりわけわた しはその倫理的な側面に関心があ

ります。看護倫理学でわた しが何を理解 しているかと

言いますと、それは、看護従事者の職務遂行 とい う枠

組みにおける責任ある行為について熟考することであ

ります。わたしは、病人看護の領域での専門家であり

ません。わたしがみなさんにお話しすることは、文献

研究やわたし自身の経験 と思索を手がか りにしていま

す。経験 と言いましても、もう随分 と時を経ています

が、だからといってその経験をまったく新たにしたい

とは思っていません。

最初に触れま したく病人看護での深層に及ぶ変遷 〉

と密接に関連することとして、看護の定義は普遍妥当

的ではない とい う事実があります。

病人看護は、わたしたちの文化を表す標識でもある。

わたしたちは病人の世話を引き受ける。いくつかの遊

牧民族のよ うに病人を追放 しない。これは ヨー ロッパ

文化圏の類型を表す。このように社会学者は言います。

看護(介 護)は 今ではもう財政の対象ではない。そ

のように、看護(介 護)保 険の考案者は言います。

看護は、サー ビス業である。看護は、ほかのサー ビ

ス業と同じように、市場に出なくてはならず、患者と

対話せ よとい う顧客の要求に合わせなければならない

と、病院経営者や保健衛生機関の経営管理 コンサルタ

ン トは、言っています。

病人看護、老人看護、障害者の世話は、キリス ト教

的な心情の本質的徴表である。こうした活動に従事す

る人は、キリス ト教的な確信の証を示す と、神学者は

言います。
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〈科学の倫理〉と〈看護の倫理 〉を考える

看護は、注射をうったり包帯を巻いたり血圧をはか

った りするような活動遂行以上のものである。大変重

要なことは、ナースが親切かどうか、ちょっと耳を傾

けてくれるかどうか、端的に言って時間を持っている

かどうかであると、患者は言います。

看護は、部分的に独自の責任領域を持 った職業であ

る。看護師は、診断や治療の際に医師を援助する。看

護の働き手は多 くの時間を直接に患者に接 して過 ごす

か ら、かれ らは病気の認識や治療効果の判定に対 して

有意義な示唆を与えてくれると、医師は言います。

看護は、頭脳労働、手仕事、そして人間関係的仕事

である。看護は、他のどのような職業とも同 じように、

習得することができる。看護は独特の職業であり、こ

の職業には、他者を助け、能動的であ り、治療に役立

つという性質があると、看護職の教師は言います。

わたしの以下の詳述は、この最後に挙げた定義に結

びっけたいと思います。なぜなら、この定義がわたし

にはもっとも現実的だと思われるか らです。ただしわ

た しは、時間的な理由か ら、頭脳労働、手仕事、人間

関係的仕事 とい う三つの側面のうちで、最後の一つだ

けを取 り上げて、お話 ししたいと思います。その定義

に従 うな ら、看護を職業 として遂行できるためには、

専門知識や専門能力をそれ 自体として切 り離してしま

うのは不十分であります。患者は、自分にあてがわれ

る看護を、素朴に受け身の立場で受け容れは しないで

しょう。患者は看護に個人として反応するで しょう。

この反応がまた、看護する人の側での反応を呼び起こ

すのです。ここに人間関係 とい うものが成 り立ちます。

ナースないしは看護師と患者とのあいだに成 り立っ、

こうした関係は、いろいろな面から特徴づけることが

できます。そ うした特徴のうち、わたしは以下に五つ

を取 り上げます。

第1の 面:習 慣 化(ル ー テ ィン 化)、 だ が 習 慣(ル

ー テ ィン)に あ らず

ル ー テ ィ ン とは 、本 来 、練 習 に よ っ て 身 に つ け た 熟

練 あ る い は器 用 さで あ りま す。これ に対 応 して 、「ベ テ

ラ ン」 とは 、 自分 の 専 門 に 熟 達 した 人 で あ りま す 。 日

常 語 で は しか し、 そ の語 は 、 否 定 的 な 意 味 合 い も あ り

ます 。 特 に社 会 的 な職 業 との 関 連 で は そ うで す 。 何 か

を器 用 に行 うとは 、 この 場 合 、 そ の こ と を仕 事 柄 、 内

面的な関わ りを持たずに行 うとい うことを意味 します。

病人にとって重要なことは、自分がナースや看護師

にどんなに巧みに世話されているかを経験することで

す。 このことを経験すれば、病人は安全や庇護の感情

を持ちます。 しかしルーティンは、ルーティンのまま

に経過するのは許されません。こうした言葉遊びで意

味しているのは、職業での最良の熟練や器用さであっ

ても、内面的な関わ り、人間的な思い遣 りや心遣いが

なければ何の役にも立たないということです。要求さ

れるのは、関与(ア ンガージュマン)の 態度でありま

す。これは、看護での人格的な要素であります。そう

した看護では、援助者は、全人 として呼びかけられ、

援助へ と義務づけられていることを自覚 します。看護

する人は、病人 と一緒に自分の道のりの一定部分を共

にします。そこでは、看護する人は、病人を看護活動

の客体 としてではなくて、独立の主体として、対等の

人間として、さらにある意味ではパー トナーとして見

なします。関与する(ア ンガージュマン)と い う態度

は、だが、病める人の運命と完全に一つになることを

意味 しません。部分的な同一で しかあ りません。この

病人と看護者との間の関係では、完全な同一化は、い

ろんな理由か ら不可能であります。そんなわけですか

ら、例えば援助者は、もしも援助を必要 とする人 と一

緒に、苦悩 と悲嘆の深海に沈み込んで しまうなら、そ

の場合にはもう助けることができません。だから、病

人のために人格的に関与するというのは、どんな:場合

でも病人が欲するままに病人を助けるというのではな

くて、病人が必要 とする程度に病人を助けるとい うこ

とであります。

第2の 面:お 節介 ではない

看護には、看護の働 き手と患者との間の関係にあっ

て中心的役割を担 ういっそ う広い側面があります。こ

れをわた しは、親の甘茶が毒となる(訳注1)とい う諺で

特徴づけたいと思います。病んでいる人は、それぞれ

の助けの必要に応 じて、助けと保護の諸力を自分の同

朋に呼び起こし、特に病む人が直接に信頼を置いてい

る人々に呼び起こす というのは、まったく自然なこと

です。ナースや看護師にとっては、他人を助けるとい

うのは満足 と充実の体験でもありましょう。この場合、

たしかにお節介 ということが起こるかもしれません。

一107一



山本 達

お節介を受けることで病人は、他人に依存する状態に

慣れて しまい、本当は多くを自分でできるのに人に し

てもらうことに気をよくしてしまいます。このことが、

病人の幼い発達段階への退行、要す るに引き戻 りとい

う現象にまで進むかもしれません。母のように世話す

るとい うことは、反面で後見であります。そ うした後

見は例 えば、次のようなかたちで表れることがあ りま

す。すなわち、患者の病状や治療状況について、肝心

の患者 自身とは話 し合わない、十分には話 し合わない

とい う現象です。けれどももし患者が自分の自立性を

失い、自分でイニシアチブを発揮できなくなると、こ

のことは患者の回復過程に悪影響を与えます。病人 と

言っても、自己決定の能力を持つ存在者であります。

だか ら、病人がなし得 る意志決定を、病人から奪い取

るのは許 されないことです。

第3の 面:助 けとなる対話

おそ らく言語は、一切の人間的な能力の中で最も人

間的であります。言語は、動物たちが音声表示で為 し

得ることを遙かに超え出て、汝 と呼びかけられる人間

への人格的で社会的な接触を生み出す ことができます。

わたしたちは、言語を媒介 として、自分 自身を表現し、

それ と同時に、わたしたちが誰であるかを経験 します。

言語は基本的に二重の仕方で用い られます。一つは、

話や報告や独 白とい う形です。この場合には、ただ今

わたしが話 していますように、一方の人だけが何かを

話 します。 もう一つは、対話とい う形式です。対話は

本質上、相互的な交換を含意します。わた したちの脈

絡で重要なのは、治療手段としての言語であります。

対話はそ うした手段 として、とりわけ心理学者や心理

療法士によって行使 されます。だが医師や看護に従事

する人々も、担当する患者 とそ うした対話を行います。

しかも、助け、そ して癒すような対話 とい う意味で対

話します。そのような対話の重要性はどんなに強調 し

てもしすぎることがありません。そうした対話は、担

当する患者を全人として世話をするとい う意味で、疑

いなくナースと看護師の最も重要な課題の一つであ り

ます。そのような対話が うまく行くためには、二三の

ルールが必要です。助けとなる対話であるためには、

原則的に、対話のパー トナーに耳を傾ける気持ちがあ

ることが前提とされます。助けとなる対話は、ひ とえ

に、助けられるべき人のいろいろな必要のためにある

のです。そのような対話には、他人をあるがままに受

け容れる姿勢が整っていることが含まれています。問

題なのは、患者の感情を共に感得すること、場合によ

っては患者の感情を言葉で会得することであ ります。

助けとなる対話を決定づけるのは、患者のいろいろな

必要に立ち入ることです。だが、患者のいろいろな必

要は、患者が実際に欲 していることや、願っているこ

とと必ず しも同じではありません。だから、ナースや

看護師の立場にある人は、助けとなる対話を しなが ら

患者の願いをいつも叶えてあげるとい う願望に右往左

往するようなことがあってはならないのです。

第4の 面:病 床 での告知と真実

ナースないしは看護師と患者との間の関係にあるこ

うした側面は、すでに取 り扱った側面に非常に似通っ

ています。診断が確定すれば、患者には直ちに、患者

の病状について真実が告げられるべきです。診断に基

づいて、それから先の疾病経過について予測 し推論す

ることができます。患者への告知は、いつも原則的に

医師の義務です。医師はこの課題を、看護する人に任

せてはなりません。だが医師は、看護する人を対話へ

と、これが有意義 と思える場合には、引き寄せること

が許されます。看護する人は病人に対 して大抵の場合、

医師よりも濃密な関係を持っています。だから看護す

る人は、む しろ、真実と向き合 うパー トナーになりま

す。特に、真実が致命的な病気を知 らせることにある

ときには、そ うです。病人が矛盾 した情報(「この病気

は治療できません。」 「きっとまた良くなるでしょ

う。希望をなくさないでくださいよ。」)で心を乱 し重

荷を背負 うことがないためには、医師の発言 と看護チ

ームの発言 とが例外なく一致していなくてはな りませ

ん。このためには、治療チームの内部に良好なコミュ

ニケーションが成 り立っていることが大切です。だか

ら患者は、自分の病状を知 らされたままで一人にされ

てはな りません。患者は、深刻な真実を最終的に受け

容れる時にこそ、患者の助けになる誰かを必要としま

す。告知 し真実を告げる人は、[患者が]真実を最終的

に受け容れるのを助け、死に付き添 うだけの心構えが

なければな りません。
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〈科学の倫理〉とく看護の倫理〉を考える

第5の 面:内 奥領域 や秘密を尊重すること

看護者 と患者 との間の関係では、[患者の]内奥領域

や秘密が尊重されなければなりません。人は誰でも、

自己の実存の領域を持っています。誰にとっても自己

の実存領域は保護に値 します。ラテン語に由来する「内

奥の(intim)」は、「最も内的なもの」を意味します。だ

から、人が通常は誰にも開示 しないような人間存在の

領域がそ うしたものと思われています。 この場合、身

体的な内奥領域、精神的な内奥領域、そして人格的な

内奥領域の間を、区別できます。 自分の内奥領域に押

し入ってくるのを、人は絶えず自己の人格性の脅威で

あると感 じ取 ります。病人看護の必要上、大抵は否応

なく、看護する人が患者の身体的な内奥領域、心的な

内奥領域にも立ち入 らなくてはならなくな ります。患

者の尊厳を傷つけないためには、そうした立ち入 りは、

細心の心配 りを怠らずに、できるだけ控え目なもので

なければな りません。患者は、どうしても必要な場合

を除いては、「裸のままにされる」ことが許 されません。

身体的に裸にされることと並んで、精神的に裸にされ

るとい うことがあります。これは、大抵は、身体的な

場合よりもいっそ う不快であると感 じられます。精神

的な裸にも、身体的な裸にも、当人は恥じらいの反応

を表 します。

人間の精神的な内奥領域にも秘密があ ります。 この

秘密を保護するのは、誰にとっても大変重要です。他

人の秘密を内密に扱 うことは、人と人との間の信頼を

築きます。そうした信頼があって初めて、患者は医師

と看護す る人に自分の心中を打ち明けるようになりま

す。 こうした理由から、医師や看護人の職業上の秘密

を絶対に守るとい うことが非常に重要になるのです。

合によってはその親族の個人的な諸問題や必要を把握

し包含す ることが問題です。また、日常的に新たな方

向づけを可能にす るために、患者に付 き添い、患者 を

世話 し、患者の相談相手にな り、患者 を動機づけるこ

とが問題です。そして生きることの部分として人間的

死に付き添 うことが問題です。

全体的な看護 とい う見方に立って、わた しは看護職

を、熟練された共同人間性への呼びかけであると理解

します。その共同人間性の熟練は、職業的な能力と、

病人にとっての同朋であるとい う心の準備 とによって

媒介されます。わた しは最初に、看護についての多様

な定義を思い描きましたが、これらを振 り返った上で、

今、簡潔に言い表すなら、いわば簡単な決まり文句、

簡略的定義で表すなら、看護 とは人間による人間のた

めの社会的なサー ビス(奉 仕)で あると理解できるで

しよう。

2003年4月29日 、 マ イ ンツ に て 執 筆。

(訳 注1)BemutterungundBevormundung.直 訳 す る と、

〈母 親 の よ う にお節 介 を や く こ と 〉 と 〈意 の ま ま に 牛 耳 る こ

と(後 見)〉 とい う意 味 で あ る。

さて結論に入 りましょう。

この講演でわた しは、看護 という広大な領域からた

だ一つの要素だけを取 り上げました。すなわちそれは、

看護人と患者 との問の関係 という要素です。 この関係

の網の 目細工について、わたしは次に五つの側面を主

題にしました。わたしは顧慮の外に置きま したが、さ

らに二三の側面があります。 この考察でわた しは、看

護の全体的な理解から出発 しました。全体的な看護と

いうのは、人間の身体、心、そして社会的環境を包括

し、そしてそれ らの相互関係に注目します。患者、場
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